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十五年戦争期の女子専門学校「家事」試験問題

白 川 哲 郎

要旨

1926（大正 15）年に開校した樟蔭女子専門学校は、1929（昭和 4）年 5 月、その年 3月の第 1

回卒業生から中等教員免許の無試験による認定取り扱いの許可を得た。樟蔭学園に遺る『検定ニ

関スル試験問題集』は、それに関わって実施された試験問題の控えを綴ったものである。本稿は、

そのうち家事の免許を認められた家政科の試験問題を紹介し、若干の検討を行ったものである。

検討の結果、家政科のいくつかの科目では当時の経済状況や戦況を反映する試験問題が出題さ

れており、また、当時の歪んだ“日本と日本人の優越性”認識に基づいた出題がなされている科

目が存在したことも知られた。加えて、実用的な科目であるが故に、戦時下の物資や食糧が不足

する状況下にあって、それに対処し得る知識や技量を問う、実践的な出題がなされている事例に

ついても指摘した。

以上のように本稿では、実用的な科目が比較的多くを占める家政科の試験問題について、十五

年戦争の影響を具体的に明らかにした。

はじめに

本稿では、昨年度紹介した樟蔭女子専門学校（以下、「樟蔭女専」と記す）国文科の試験問題に

引き続いて 1）、樟蔭女専家政科の試験問題を紹介する。

ここで紹介する試験問題は、樟蔭学園に遺る『検定ニ関スル試験問題集』（以下、『試験問題集』

と記す）に載せられているものである。前稿でも述べたように 2）、この『試験問題集』は、1929

（昭和 4）年、樟蔭女専に認められた中等教員免許無試験検定取り扱い認可に基づき、1929年か

ら 1949（昭和 24）年までの間、中等教員免許を申請するに際し、毎年文部省に添付書類として

提出された試験問題の控えを綴ったものである。

樟蔭女専は、1925（大正 14）年 12月に設置認可を受け、翌年 4月に開校した。家政科は、国

文科・技芸科とともに開校と同時に設置された学科であり、1944（昭和 19）年に保健科と育児

科の二つの学科に改組されるまで続く、樟蔭女専の中核をなした学科である。1929年の中等教

員無試験検定取り扱いの認可に際して、家政科には「家事」の中等教員免許が認められた。樟蔭

女専家政科における試験問題を検討することで、当該期の「家事」教員に求められた素養、また

同時に、樟蔭女専における家政関連科目の教育内容の一端を垣間見ることが可能であろう。

以下、1928（昭和 3）年度から 1945（昭和 20）年度 3）までの家政科関係各科目の試験問題を

一覧として示す（後掲「表 検定試験問題（家政科）一覧」参照）。なお、本稿では『試験問題

集』の記載にしたがって年度に基づいて表記するが、実際に試験が行われたのは表記の年の年度

末、すなわち翌年の 2月から 3月初頭であることに注意されたい。
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「家事」試験問題に関する若干の考察

1）戦争と試験問題

対象とする時期の試験問題において、「裁縫」（「和裁」「洋裁」を含む）「割烹」「洗染」や住

居学的な「家事」など、実技を含む実用的な科目が比較的多数を占める家政科の試験問題でも、

国文科の試験問題について指摘したように 4）、十五年戦争の影響を指摘することができる。1944

年度の試験科目数や 1945年の「教育（教育実習」）に関わる点を除き、できるだけ前稿と重複し

ない範囲で注目点を指摘したい。

まず、戦争だけではなく、広く社会状況を反映しているのが、「家事経済」という科目である。

この「家事経済」が試験科目として登場するのは 1934（昭和 9）年度が最初であるが、おそら

く科目そのものの性格もあって、その時点から国民経済と貯蓄との関わりが出題されている。そ

して 1936（昭和 11）年度になると、政府予算の急激な膨張が家計に及ぼす影響と主婦がそうし

た状況に対処する際の注意点が問題にされている。これは当時の広田弘毅内閣が、1937（昭和

12）年度の予算約 30億 4100万円のうち、その半分に近い約 14億 900万円を軍事費にあてると

いう、極めて極端な軍事費優先の予算を決定したことを反映したものと考えられよう 5）。そして

1937年度第三問では、「現時ノ如キ非常時局ニ際シ主婦ハ家事経済上如何ナル態度方策ヲ以テ之

ニ臨ムベキヤ」なる問題が出題されており、「非常時局」という語が目を引く。1937年 7月の盧

溝橋事件を契機として勃発した日中戦争、そしてその遂行のために当時の近衛文麿内閣が決定し

た国民精神総動員運動の開始といった、この時期の一連の社会状況を反映する出題であることは

明らかであろう 6）。

このように「家事経済」（1938（昭和 13）年度のみ「家庭管理」）は、当該期それぞれの段階に

おける社会状況を反映した出題となっている。「現況ニ於テ為替相場ガ低落スルハ家事経済上ニ

如何ナル影響ヲ及ボスベキヤ」（1938年度）、「日本為替相場ノ騰落ハ家事経済ニ如何ナル影響ヲ及

ボスヘキカ」（1939（昭和 14）年度）、「貨幣価値ノ低落ガ家事経済ニ及ボス影響ヲ述ベ併セテ之ヲ

処スル主婦ノ覚悟ヲ述ベヨ」（1940（昭和 15）年度）、「国家ノ富強ハ家事経済ノ堅実ナル経営ニ

始マル所以ヲ問フ」（1941（昭和 16）年度）、「悪性インフレガ家事経済ノ大敵ナル所以ヲ説明セ

ヨ」（1943（昭和 18）年度）といった出題は、日中戦争から日米戦争へと展開・拡大して行く過程

において、日本経済が世界経済の中で孤立し、悪化の一途をたどる状況との関連が想起される。

「家事経済」以外の科目について見ると、1941年度「染洗」の問題において、「時局柄洗濯用

剤ノ不足セル今日何ヲ以テ之ニ代用スベキカ、各繊維ニツキテ適当ナルモノ数種ヲ挙ゲ其ノ理由

及使用方法ヲ記セ」という出題がなされいる。先の「非常時局」と同様の「時局柄」という語が

目を引く。この「時局」が、1941年 12月の日米開戦を指すことは容易に推定できる。そして、

戦争の深刻化とともに衣料用洗剤が不足し始めており、それに対処するための各素材毎の代用品

とその使用方法に関する知識が問われていることが知られよう。現実に高等女学校の家事科教員

として教壇に立った場合を想定するならば、戦時下の経済実態に対応し得る具体的な知識や方法

を身につけているか否かを問う、実践的な出題と判断して良いであろう。

また 1941年度の試験問題では、「生理衛生」の問題も注目される。第二問で「空襲時ニ使用セ
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ラルル毒瓦斯ノ種類」が問われている。問題文に「毒ガス」という語が使用されていることだけ

でも驚くに値するとも考えるが、これも戦争の進行に対応したものであろう。さらに、1943年

度「家事実験」の第二問は「毒瓦斯ノ種類性質防毒法消毒法救急手当ヲ述ベヨ」という問題であ

る。毒ガスの種類や防毒・消毒方法や救急手当てについて問うており、文字通り戦時下の特殊性

を見出すことが容易である。1942（昭和 17）年 4月の日本本土初空襲以来、空襲の本格化が警

戒され出した 1943年頃の社会状況を反映するもので、戦況が緊迫しつつあることが実感される。

また、「生物学」の試験問題も、多くはメンデルの法則など遺伝に関する出題が多い中にあっ

て、たとえば 1939年度第一問では、「日本人種ノ世界ニ優秀ニシテ卓越セル所以ハ二千六百年間

ノ同一人種ノ純粋繁殖ノ結果ニヨルコトヲ説明セヨ」なる問題が出題されている。確かに遺伝に

関わるような出題の形をとってはいるものの、既に指摘したように、これが侵略戦争を遂行し

ていた当時の日本における、歪んだ“日本や日本人の優越性”の認識に基づく出題であることに

は 7）、改めて注意を喚起したい。「民族ヲ優良ニ向上セシメントスルニハ如何ナル事態ヲ心得ベ

キカ」（1940年度第三問）、「民族ヲ優良化スルニハ如何ナル方法ヲトルベキカ」（1943年度）と

いった出題も、そうした歪んだ認識に根を同じくしていると言えよう。

以上、家政科の試験問題における戦争の影響について見てきたが、次に家政科の中心的な科目

である「家事」、とりわけ実習科目に焦点をあてることにする。

2）古澤クラ先生担当「家事」試験問題

1939年頃のものと推測される『樟蔭女子専門学校入学案内及び学則』に載せられた家政科の

科目表に依ると、樟蔭女専家政科では、週授業時数 34時間のうち、第一学年から第三学年まで

を通じて、「家事（理論及実習）」が 14 時間で全授業数の約 4 割を占めている。他の科目では

「裁縫」が平均週 5時間（第一学年～第三学年）で、それ以外の科目がほとんど週 2、3時間であ

ることを考慮するならば、「家事」の授業時数の多さが判る。家政科の試験問題の特徴について

検討しようとするならば、当然、この「家事」の試験問題を中心に据えなければならないであろ

う。このうち、理論の一部に該当する「家事経済」については前項で触れたところである8）。以

下では、実習に関わる科目の中で「割烹」を取り上げる 9）。

樟蔭女専の「割烹」のほとんどを担当していたのは、古澤クラ氏であった。古澤氏は、1926

（大正 15）年に樟蔭女専の教員として着任されて以来、戦後の大学初期の時期に至るまで、本学

の調理の指導を担ってこられた。その古澤氏が「割烹」の教科書として編纂された著書がある。

『割烹実習要目』（樟蔭女子専門学校出版部発行）と題されたその教科書は、1933（昭和 8）年に

初版が発刊されている。筆者は、1937年に刊行された第二版を古書店から入手した。巻頭の例

言によれば、この『割烹実習要目』は、「割烹科教授の便宜上編纂」されたものであり、その内容

は、樟蔭女専「家政科に実施するを標準として、これを三学年に配当し、さらに各学期別に順序

を立てて」記載されているとのことである。とするならば、『割烹実習要目』の内容は、当時の樟

蔭女専において教授された「割烹」教育の全容をそのまま伝えるものと見なせよう。この点を重

視し、『割烹実習要目』の目次を整理したものを次に掲げる。
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古澤クラ編『割烹実習要目』（樟蔭女子専門学校出版部、1937年〔初版 1933年〕）目次 一覧
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こうして『割烹実習要目』の目次を通覧すると、ある意味当然ではあるが、「割烹」試験問題

との関連が浮かび上がってくる。古澤氏が担当者として見える 1929年度以降の「家事」や「割

烹」においては、多くの場合、『割烹実習要目』に載せられている献立やそれに使用するソース

の材料と分量、その作り方が出題されている（たとえば 1933年度試験問題）。家政科の授業内容

と試験問題とが密接に関わっていたことが理解される。加えて、出題範囲は全学年にわたってお

り、以前指摘したように、試験が教員免許のための資格試験であると同時に、「卒業試験」とし

ての意味合いを有していたことも伺われる 10）。

さて、この「割烹」のように実技が主となる実習科目においても、戦争の影響を見出すことが

できる。

既に述べたように、「割烹」においては、ある献立や料理に使用されるソースの材料と分量、

そしてそれらの作り方が問われることが一般的であった。料理名を上げて食材やその分量、調理

方法を解答させるというのが、出題の基本と言えよう。そうした出題傾向が、1942年度から大

きく変化する。すなわち、それまでとは逆に、材料を示してそれを使って作ることができる料理

（西洋料理や中華料理）を作れ、という出題に変わるのである。

1940年 6月、砂糖・マッチに初めて切符制が導入された後、翌 41年 4月には米・小麦粉・酒

類・食用油などに切符・配給制度が実施された。その後その年の 11月には魚類、翌 42年になる

と 1月に塩、2月にはみそ・しょう油と、生活必需品にも切符・配給制度の適用が拡大された。

そして、1942年 2月には食料管理法が公布され、政府による食糧の国家管理体制の確立が目指

された。

こうした食糧の国家管理体制、配給制度が人々の実生活にさまざまな影響を及ぼしたことにつ

いては、あえてここで繰り返す必要はないであろう 11）。ただここで注意したいのは、配給制度

の実施が教育の具体的な中身に、確実に影響を及ぼしている点である。主食品の配給制度に比べ

て、副食品の生鮮食料品や魚介類の配給制度は上手く機能しなかったとされる。けれども、配給

制度の対象となった場合、それらの物品を十分かつ自由に入手することは、公式には無理であっ
・・・・
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たとせねばならないであろう。特定の料理に必要な食材とその分量を、正当な手段でもって調達
・・・・・

することはとうてい不可能であったはずである。そうした当時の生活の現実を受けて、「割烹」

の試験問題も出題形式を変更する必要があったと考えられよう。実際、「昨今の配給の肴と玉葱、

人参を以て一品をつくれ」（1943年度第三問）という出題もなされている。厳しい食糧事情の中

で、工夫をこらした料理を考えることが求められたのである。これはこの時期の家事教員として

必要不可欠な技量であったと同時に、いやむしろそれ以上に自らの実生活で必要とされた素養で

もあったに違いない。先に指摘した「割烹」試験問題の出題傾向の変化は、実用的な科目である

が故に生じた、戦争による影響の最たるものであったのである。

むすびにかえて

以上、樟蔭女専家政科の試験問題を概観し、実用的な科目が比較的多い家政科にあっても、戦

争の影響を見出すことができることを明らかにした。試験問題は、当時の社会状況や切迫しつつ

ある戦況を反映していた。また実用的な科目であるが故に、戦時下の物資や食糧が不足する中で、

それに対処し得る知識や技量が問われたことも浮かび上がってきたと考える。

本稿では、筆者の問題関心もあって、試験問題と戦争との関係について検討するにとどまり、

教科の内容にまで踏み込むことがほとんどできなかった。加えて、家政科の試験科目として登場

する諸科目について、筆者はあまりにも門外漢のため、ごくわずかの科目についてしか取り上げ

ることができなかった。また取り上げることができた科目についても、的外れな指摘を繰り返し

たのではないかと恐れる。それぞれ専門とする方々のご助言を仰ぎたいと思う。同様に、各教科

の試験問題の内容、レベルや出題傾向についても、専門家のご助言を切に期待するところである。

『試験問題集』に関しては、技芸科の試験問題を公表し残す結果となっているが、これについ

ても次を期し、樟蔭女専における「家政」系科目の教育内容を具体的に明らかにして行くことに

努めたい。今後はそれらを踏まえて、昭和戦前期における女子教育、とりわけ女子高等教育機関

における良妻賢母主義的教育に関する研究との接点を模索したいと思う。

〔付記〕本稿は、2003～2009（平成 15～21）年度大阪樟蔭女子大学特別研究助成費による成果の一部である。

注

1）拙稿「十五年戦争期の女子専門学校国語試験問題」（『大阪樟蔭女子大学論集』46号、2009年）。

2）前掲注 1）に同じ。

3）この 1945（昭和 20）年度に、家政科最後の 1943（昭和 18）年度入学生が卒業年次を迎えることとにな

る。

4）前掲注 1）拙稿を参照されたい。

5）当時の社会状況については、以下同様に『昭和 二万日の全記録』第 4～7 巻（講談社、1988・89 年）

を参考にした。

6）この点については、前掲注 1）拙稿でも既に指摘した。なお、この日中戦争の勃発を境にして、樟蔭学園
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の状況が変化したことについては、拙稿「『樟蔭學報』に見る昭和戦前期の樟蔭学園」（『大阪樟蔭女子

大学論集』第 43号、2006年）・「昭和 12年の樟蔭学園」（同 45号、2008年）においても触れた。

7）前掲注 1）拙稿 8ページ（注）20）参照。

8）「家事」の理論部分に関しては、住居学に関わる分野があるが、筆者の能力の関係もあり、今回は考察

を加えることができなかった。今後の課題としたい。

9）「家事」のうち実習に関わる科目の試験問題としては、「割烹」以外に「洗濯」あるいは「染洗」と、食

品分析に関わる「家事実験」とがあったが、これらについても筆者の能力の関係もあり、今回は検討を

加えることができなかった。今後の課題としたい。

10）前掲注 1）拙稿 3ページ。

11）十五年戦争期の食生活全般に関しては、斉藤美奈子『戦下のレシピ－太平洋戦争下の食を知る－』（岩

波書店（岩波アクティブ新書 37）、2002年）参照。
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注記
1）「科目名」欄□印は、国文科と共通問題であることを示す。紙数の都合から問題を省略した。問題の詳

細は、拙稿「十五年戦争期の女子専門学校国語試験問題」（『大阪樟蔭女子大学論集』46号、2009年）の
「表 検定試験問題（国文科）一覧」を参照されたい。

2）「科目名」欄「問題」欄☆印は、技芸科の試験問題と共通問題であることを示す。


